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茨城県国民健康保険団体連合会



1．処遇改善助成金の請求方法について(資料１－１～１－３参照）

介護給付費･訓練等給付費請求明細書の様式を変更(項目を追加)し､処遇改善助成金を請求します。

2.上限額管理事務の簡素化対応について(資料２－１～２－２参照）

上限額管理(ひとりの受給者が複数事業所を利用する際､定められた上限月額を超える可能性がある場合､予め決められた上

限管理事業所が調整を行い､上限月額を超えて利用者負担額を徴収しないようにする措置)事務について､平成21年１０月から、
簡素化が図られます。

上限管理事業所において､月の途中で上限月額に達した場合､上限管理事業者はその旨を関係事業所へ通知することにより利

用者負担額一覧表の提出を不要とし､結果､上限額管理結果票への関係事業所の記載を事業所番号｡事業所名称･管理結果利用
者負担額のみと簡素化するものです。

その月において上限月額に達しなかった場合には､月末に利用者負担一覧表の提出を依頼し､現行同様の上限額管理結果票を
作成します。

↓ 

簡素化:上限額管理結果票の管理結果が｢1｣の場合､関係事業所の｢総費用額｣欄､｢利用者負担額｣欄の入力を要しない．

ａ簡易入力システム･取込送信システムに係るバージョンアップについて

上記改正等に対応するため各システムのバージョンアップ版をリリースいたします｡リリース時期は平成21年９月１４曰(月)を予
定しています。

このバージョンアップは､貴事業所で使用されているいずれかのシステムに対し､平成21年１１月時請求の前までに対応願いま
す｡早めにバージョンアップいただいても問題はありません。

バージョンアップの対応については､『電子請求受付システム』にログインのうえ『ダウンロード』画面より､ダウンロード･インストール
をお願いします。
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ａ報酬の支払事務を連合会へ委託している場合(介護給付費等､障害児施設給付費）

③事業所情報の登録

①助成金の
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｛○現行の事業運営安定化事業に｝
｜よる助成に係る請求方法に類Ｉ

似した形態で請求･支払い事
務を行う。

①～②･･･交付決定事務の流れ(都道府県→事業者）
③…都道府県から国保連への事業所情報の登録(伝送１
④～⑦｡･･助成金の流れ(都道府県→事業者(国保連経由)）

､｡Ｑ認H1に｡LＸ｣旨k後述－－－－－ノ

`【特記事項】

|･助成金の申請は､事業所の所在する都道府県へ行う。
ｉ（基準該当事業所の場合は受付都道府県とする｡）
'○助成金の交付申請･交付決定は､年度単位で行う。
ｉＯ助成金財源の負担割合は国１０／１０
ね助成金の請求は､当該都道府県を請求先として国保連を通じて行う。
'○事業者において1人１月当たりの助成金額を請求明細書上に計上し
Ｉ報酬と一体的に請求･支払を行う｡(支払の際内訳は通知する｡）
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１０助成金の算定式(月額)は、
’１人１月当たり報酬総額ｘ交付率＝交付額〈１円未満切り捨て）

Ｉ※報酬総額は、利用者負担額（Ａ型減免額及び利用者負担に係る自治体助成額を含む。）、事業運営安定化事業及びＩ
移行時運営安定化事業による助成額を含み、補足給付は含まない。）

（※基準該当事業所の場合は、報酬総額に高額障害福祉サービス費として事業者へ支払われた額を含む。、．
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①処遇改善助成金の支払いまでの流れ(報酬体系のもの(介護給付費等､障害児施設給付費)）



資料1-2

①請求イメージについて－１

O電子請求受付ｼｽﾃﾑによる請求ｲﾒ･-ジ

基準該当事業所の場合(例）
【基本的な流れ等】

※障害福祉ｻｰﾋﾞｽ及び障害児施設給付で連合会へ報酬の支払事務を垂託している場合
※以下のような場合はA県が請求先都道府県となる。

①助成金の請求は、 に対し行うこととする。斜美BITのBIT征すも郁沮Ⅱｵ陽

(ただし､基準該当事業所の場合は受付都道府県とする｡）

②請求明細書に新規情報(処遇改善情報)を創設し､請求を行う。

③助成金は報酬､事業運営安定化事業等による助成額とともに－体的に事業者の指定ﾛ座へ支払う｡(内訳は通知する｡）

(介護給付費等の場合）
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項： 項 ﾖ名
１ 交換|ﾛ報簾： 番号

２ ﾚｺｰﾄﾞ隣別番号

３ ｻｰﾋﾞｽ提供年月

４ 剋 村番号
５ 事罫＃所番号
６ |者
７ ｻｰﾋﾞｽ投麺ｺｰﾄﾞ

８ 厨求先概Ni府県番号

８ 請求額

【処遇改善情報ﾚｺｰﾄﾞの








